
日
 
デ
ブ
リ
ー
ド
マ
ン
 
（
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
 
 

る
。
）
 
 

そ
う
 
 

榊
 
爪
甲
除
去
術
 
 

ひ
上
う
そ
う
 
 

㈲
 
療
 
症
手
術
 
 

国
 
風
辣
手
術
 
 

㈹
 
外
耳
道
異
物
除
去
術
 
（
極
め
て
複
雑
な
も
の
を
除
く
。
）
 
 

㈹
 
咽
頭
異
物
摘
出
術
 
 

き
ゆ
う
 
 

が
く
 
 

伽
 
顎
関
節
脱
臼
非
観
血
的
整
復
術
 
 

㈹
 
血
管
露
出
術
 
 

㈲
 
第
十
一
部
麻
酔
に
掲
げ
る
麻
酔
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
静
脈
麻
酔
、
筋
肉
注
射
に
よ
る
全
身
麻
酔
、
注
腸
に
よ
る
麻
酔
 
 

口
 
硬
膜
外
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
麻
酔
剤
の
持
続
的
注
入
 
 

㈲
 
川
か
ら
㈲
ま
で
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
又
 
 

は
麻
酔
に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
よ
り
 
 

点
数
の
算
定
さ
れ
る
特
殊
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
及
 
 

び
麻
酔
 
 

二
十
一
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
 
 
 

笥
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 
 

イ
 
次
に
掲
げ
る
福
祉
用
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
 
 

山
 
車
い
す
及
び
車
い
す
付
属
品
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

H
 
日
常
的
に
歩
行
が
困
難
な
者
 
 

口
 
日
常
生
活
範
囲
に
お
い
て
移
動
の
支
援
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
 
 

る
者
 
 
 

惚
 
特
殊
寝
台
及
び
特
殊
寝
台
付
属
品
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

日
 
日
常
的
に
起
き
あ
が
り
が
困
難
な
者
 
 

口
 
日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
者
 
 
 

闇
 
床
ず
れ
防
止
用
具
及
び
体
位
変
換
器
 
日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
 
 

者
 
 

は
い
か
い
 
 
 

㈲
 
認
知
症
老
人
排
桐
感
知
機
器
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
 
 

H
 
意
思
の
伝
達
、
介
護
を
行
う
者
へ
の
反
応
、
記
憶
又
は
理
解
に
支
 
 

日
 
デ
ブ
リ
ー
ド
マ
ン
 
（
百
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
未
満
の
も
の
に
限
 
 

る
。
）
 
 

そ
■
つ
 
 

囲
 
爪
甲
除
去
術
 
 

ひ
ょ
う
そ
ぅ
 
 

㈲
 
療
 
症
手
術
 
 

内
 
風
棟
手
術
 
 

㈹
 
外
耳
道
異
物
除
去
術
 
（
極
め
て
複
雑
な
も
の
を
除
く
。
）
 
 

㈹
 
咽
頭
異
物
摘
出
術
 
 

が
く
き
ゆ
う
 
 
 
 
糾
 
顎
関
節
脱
臼
非
観
血
的
整
復
術
 
 

肘
 
血
管
露
出
術
 
 

㈲
 
第
十
一
部
麻
酔
に
掲
げ
る
麻
酔
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
 
 

H
 
静
脈
麻
酔
、
筋
肉
注
射
に
よ
る
全
身
麻
酔
、
注
腸
に
よ
る
麻
酔
 
 

0
 
硬
膜
外
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
け
る
麻
酔
剤
の
持
続
的
注
入
 
 

㈲
 
Ⅲ
か
ら
㈲
ま
で
に
掲
げ
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
又
 
 

は
麻
酔
に
最
も
近
似
す
る
も
の
と
し
て
医
科
診
療
報
酬
点
数
表
に
よ
り
 
 

点
数
の
算
定
さ
れ
る
特
殊
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
及
 
 

び
麻
酔
 
 

¶
刈
 
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
渕
 
 
 

引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 
 

イ
 
次
に
掲
げ
る
福
祉
用
具
の
種
類
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
 
 

山
 
車
い
す
及
び
車
い
す
付
属
品
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

日
 
日
常
的
に
歩
行
が
困
難
な
者
 
 

口
 
日
常
生
活
範
囲
に
お
い
て
移
動
の
支
援
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
 
 

る
者
 
 

闇
 
特
殊
寝
台
及
び
特
殊
寝
台
付
属
品
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
 

日
 
日
常
的
に
起
き
あ
が
り
が
困
難
な
者
 
 

口
 
日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
者
 
 

刷
 
床
ず
れ
防
止
用
具
及
び
体
位
変
換
器
 
日
常
的
に
寝
返
り
が
困
難
な
 
 

者
 
 

は
い
か
い
 
 

㈲
 
認
知
症
老
人
排
梱
感
知
機
器
 
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
者
 
 

H
 
意
思
の
伝
達
、
介
護
を
行
う
者
へ
の
反
応
、
記
憶
又
は
理
解
に
支
 
 

ー
 
」
ロ
ー
川
L
u
一
 
 

「
し
 
 
 



障
が
あ
る
者
 
 

口
 
移
動
に
お
い
て
全
介
助
を
必
要
と
し
な
い
者
 
 
 

㈲
 
移
動
用
リ
フ
ト
 
（
つ
り
具
の
部
分
を
除
く
。
）
 
 

H
 
日
常
的
に
立
ち
上
が
り
が
困
難
な
者
 
 

口
 
移
乗
が
l
部
介
助
又
は
全
介
助
を
必
要
と
す
る
者
 
 

日
 
生
活
環
境
に
お
い
て
段
差
の
解
消
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
 
 
 

口
 
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
目
ま
で
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
 
 
 

単
位
数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
笥
に
掲
げ
る
種
目
（
以
下
「
対
象
外
 
 
 

種
目
」
と
い
う
。
）
 
に
係
る
福
祉
用
具
貸
与
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
対
象
外
種
目
に
係
る
指
定
 
 

福
祉
用
具
貸
与
を
受
け
る
も
の
 
 

二
十
二
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
 
 
 

基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
 
別
表
指
定
地
域
密
 
 
 

着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
 
 
 

ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
注
 
 
 

2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

二
十
五
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 

二
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 
 

型
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
 
 
 

者
 
 
 

．
 

矧
刊
割
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

「
」
¶
町
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 
 

型
適
所
介
護
費
の
注
4
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
 
 
 

介
助
 
 

能
型
居
宅
介
護
費
の
ハ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
登
録
者
 
 

イ
 
認
知
症
加
算
丁
一
を
算
定
す
べ
き
利
用
者
 
 

第
十
一
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

第
 
 

れ
る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者
 
 

日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
 
 
 

号
の
規
定
を
準
用
す
る
。
 
 

介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
小
規
模
多
機
 
 

障
が
あ
る
者
 
 

口
 
移
動
に
お
い
て
全
介
助
を
必
要
と
し
な
い
者
 
 

㈲
 
移
動
用
リ
フ
ト
 
（
つ
り
具
の
部
分
を
除
く
。
）
 
 

日
 
日
常
的
に
立
ち
上
が
り
が
困
難
な
者
 
 

口
 
移
乗
が
¶
部
介
助
又
は
全
介
助
を
必
要
と
す
る
者
 
 

日
 
生
活
環
境
に
お
い
て
段
差
の
解
消
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
者
 
 
 

口
 
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
 
 
 

単
位
数
表
の
福
祉
用
具
貸
与
費
の
岡
引
に
掲
げ
る
種
目
（
以
下
「
対
象
外
 
 
 

種
目
」
と
い
う
。
）
 
に
係
る
福
祉
用
具
貸
与
を
受
け
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
 
 
 

平
成
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
対
象
外
種
目
に
係
る
指
定
 
 

福
祉
用
具
貸
与
を
受
け
る
も
の
 
 

コ
．
¶
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
 
 
 

準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
六
号
）
 
別
表
指
定
地
域
密
着
 
 
 

型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
（
以
下
「
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 
 

介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
と
い
う
。
）
 
の
夜
間
対
応
型
訪
問
介
護
費
の
注
2
 
 
 

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
～
号
に
規
定
す
る
者
 
 

l
一
十
一
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 
 

型
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
利
用
 
 
 

者
 
 

第
九
号
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

二
十
二
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 
 

型
適
所
介
護
費
の
注
4
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
浴
 
 
 

介
助
 
 
 

剰
刃
切
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
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る
こ
と
か
ら
介
護
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
者
 
 

嘉
川
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
注
固
珂
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
 
 
 

又
は
知
的
障
害
者
 
（
以
下
 
「
視
覚
障
害
者
等
」
 
と
い
う
。
）
 
 
 

視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
者
又
は
重
度
の
 
 
 

知
的
障
害
者
 
 

「
」
可
瑚
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
叫
周
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
者
 
 
 

次
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
 
 
 

イ
 
視
覚
障
害
 
点
字
の
指
導
、
点
訳
、
歩
行
支
援
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
 
 

る
者
 
 

二
十
七
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
 
 

二
十
六
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
認
知
症
対
応
 
 

型
共
同
生
活
介
護
費
の
へ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

型
共
同
生
活
介
護
費
の
注
5
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
 
 

瑚
用
l
剖
 
 

イ
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
見
込
 
 

ロ
 
利
用
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
利
用
者
の
介
護
に
係
る
計
 
 

ハ
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
利
用
者
の
状
態
又
は
家
 
 

ロ
 
認
知
症
加
算
互
を
算
定
す
べ
き
利
用
者
 
 

意
を
得
て
、
介
護
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
 
 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
利
用
者
 
 

画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

日
常
生
活
に
支
障
を
き
た
す
お
そ
れ
 
 

み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 

る
日
常
生
活
に
対
す
る
注
意
を
必
要
と
す
る
認
知
症
の
も
の
 
 

要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
二
で
あ
る
者
で
あ
っ
て
、
周
囲
の
者
に
よ
 
 

本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
同
 
 

の
あ
る
症
状
又
は
行
動
が
認
め
ら
れ
 
 

ふ
闇
闇
庖
甲
彗
這
勺
γ
う
1
∴
 

甑
闇
闇
融
牒
且
－
】
t
い
川
い
バ
リ
 
 

ヒ
」
騨
靂
－
－
♂
も
⊥
▼
 

上
 
 

認
知
症
対
応
 
 

二
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
呵
叫
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
障
害
の
あ
る
者
 
 
 

又
は
知
的
障
害
者
 
（
以
下
 
「
視
覚
障
害
者
等
」
 
と
い
う
。
）
 
 
 

視
覚
、
聴
覚
若
し
く
は
言
語
機
能
に
重
度
の
障
害
の
あ
る
者
又
は
重
度
の
 
 
 

知
的
障
害
者
 
 

「
」
刃
四
l
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
呵
叫
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
者
 
 

次
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
者
 
 
 

イ
 
視
覚
障
害
 
点
字
の
指
導
、
点
訳
、
歩
行
支
援
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
 
 

る
者
 
 

一
〇
頁
 
 
 

肇
亀
川
脛
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ロ
 
聴
覚
障
害
又
は
言
語
機
能
障
害
 
手
話
通
訳
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
 
 

者
 
 
 

ハ
 
知
的
障
害
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
 
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
 
 

）
 
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
を
行
う
者
又
は
こ
れ
ら
に
 
 

準
ず
る
者
 
 

ヨ
刃
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
 
 
 

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
団
1
5
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
者
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
利
用
す
る
期
間
中
 
 
 

に
お
い
て
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
 
 
 

に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
 
第
百
三
十
六
 
 
 

条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
利
 
 
 

用
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
 
 
 

費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者
 
 

三
十
一
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ル
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

三
十
二
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
 
 

合
す
る
入
所
者
 
 

イ
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
見
込
 
 

ロ
 
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
入
所
者
の
介
護
に
係
る
計
 
 

ハ
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
は
家
 
 
 

意
を
得
て
、
介
護
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
同
 
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者
 
 

み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
 
 

ロ
 
聴
覚
障
害
又
は
言
語
機
能
障
害
 
手
話
通
訳
等
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
 
 

者
 
 
 

ハ
 
知
的
障
害
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
 
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
三
十
七
号
 
 

）
 
第
十
四
条
各
号
に
掲
げ
る
業
務
の
い
ず
れ
か
を
行
う
者
又
は
こ
れ
ら
に
 
 

準
ず
る
者
 
 

「
一
．
引
「
五
l
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
か
ら
こ
ま
で
の
呵
均
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 
 

め
る
者
 
 

地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
を
利
用
す
る
期
間
中
 
 
 

に
お
い
て
、
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
 
 
 

に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
四
号
）
 
第
百
三
十
六
 
 
 

条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
利
 
 
 

用
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
 
 
 

費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者
 
 

］
刃
司
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ル
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

二
十
七
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
該
 
 

イ
 
看
取
り
介
護
加
算
〓
を
算
定
す
べ
き
入
所
者
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

惚
 
入
所
し
て
い
る
施
設
又
は
当
該
入
所
者
の
居
宅
に
お
い
て
死
亡
し
た
 
 

仙
 
次
の
H
か
ら
日
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者
 
 

口
 
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
当
該
入
所
者
の
介
護
 
 

日
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
 
 

日
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
 
 

行
い
、
同
意
を
得
て
、
介
護
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

に
係
る
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

見
込
み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 

は
家
族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
 
 

一
一
頁
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三
十
三
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
 
 
 

イ
 
在
宅
生
活
を
継
続
す
る
観
点
か
ら
、
複
数
の
者
で
あ
ら
か
じ
め
在
宅
期
 
 

間
及
び
入
所
期
間
 
（
入
所
期
間
が
三
月
を
超
え
る
と
き
は
、
三
月
を
限
度
 
 

と
す
る
。
）
 
を
定
め
て
、
当
該
施
設
の
同
一
の
個
室
を
計
画
的
に
利
用
し
 
 

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三
、
要
介
護
四
又
は
要
介
護
五
で
あ
る
者
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
者
 
 

ヨ
可
村
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
凰
珂
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

∃
五
l
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
 
 

（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
 
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
 
 
 

護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
 
 
 

表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
・
ロ
の
粗
相
の
厚
生
 
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
障
害
者
等
 
 

三
十
四
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
タ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
二
十
九
号
に
規
定
す
る
者
 
 

第
二
十
三
号
に
規
定
す
る
者
 
 

ヨ
 
措
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
封
珂
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

二
十
九
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
 
 

（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
一
号
）
 
別
表
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
 
 
 

護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
 
 
 

表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
／
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
呵
叫
の
厚
生
 
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
視
覚
障
害
者
等
 
 

療
機
関
に
対
す
る
情
報
提
供
等
が
行
わ
れ
て
い
る
者
 
 

∃
州
 
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
カ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
 
 
 

イ
 
在
宅
生
活
を
継
続
す
 

間
及
び
入
所
期
間
 
（
入
所
期
間
が
三
月
を
超
え
る
と
き
は
、
三
月
を
限
度
 
 

と
す
る
。
）
 
を
定
め
て
、
当
該
施
設
の
同
一
の
個
室
を
計
画
的
に
利
用
し
 
 

て
い
る
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

ロ
 
要
介
護
状
態
区
分
が
要
介
護
三
、
要
介
護
四
又
は
要
介
護
五
で
あ
る
者
 
 

で
あ
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
看
取
り
介
護
加
算
㈱
を
算
定
す
べ
き
入
所
者
 
 

ヨ
引
山
川
d
盟
刊
 
 

㈲
 
入
所
し
て
い
た
施
設
以
外
の
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
施
設
又
は
医
 
 

闇
 
入
所
し
て
い
た
施
設
以
外
の
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
施
設
又
は
医
 
 

第
二
十
四
号
に
規
定
す
る
者
 
 

療
機
関
に
入
所
又
は
入
院
等
し
た
後
も
、
当
該
入
所
者
又
は
入
院
患
者
 
 

療
機
関
に
お
い
て
死
亡
し
た
者
 
 

の
家
族
に
対
す
る
指
導
や
当
該
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
施
設
又
は
医
 
 

一
二
頁
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第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

四
十
二
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
1
0
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
介
護
老
 
 
 

人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
 
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
 
 
 

働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
の
 
 
 

提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
 
 
 

い
者
 
 

四
十
三
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
1
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
 
 
 

入
所
者
 
 

四
十
一
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 

第
三
十
二
号
に
規
定
す
る
入
所
者
 
 

笥
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

ヨ
叫
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ヌ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者
 
 

三
十
七
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
呵
1
5
■
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
 
 
 

護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
鵬
年
 
 
 

厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
 
第
九
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
 
 
 

の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
 
 
 

け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者
 
 

三
十
八
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
三
十
三
号
に
規
定
す
る
者
 
 

三
十
五
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
1
0
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
介
護
老
 
 
 

人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
 
 
 

十
一
年
厚
生
省
令
第
四
十
号
）
 
第
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
 
 
 

働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
療
養
室
の
 
 
 

提
供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
 
 
 

い
者
 
 

ヨ
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
1
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
 
 
 

入
所
者
 
 

第
二
十
七
号
に
親
定
す
る
入
所
者
 
 

「
司
四
l
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

三
十
三
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ヌ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
入
所
者
 
 

三
十
一
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

■
 

ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
呵
1
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
 
 
 

護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
年
 
 
 

厚
生
省
令
第
三
十
九
号
）
 
第
九
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
大
臣
 
 
 

の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
所
者
が
選
定
す
る
特
別
な
居
室
の
提
供
を
受
 
 
 

け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
者
 
 

三
十
二
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

第
二
十
八
号
に
規
定
す
る
者
 
 

〓
ニ
頁
 
 
 



四
十
七
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

四
十
六
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

矧
．
¶
司
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ル
闇
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
 
 
 

手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

っ
て
は
、
入
所
し
て
い
る
施
設
又
は
当
該
入
所
者
の
居
宅
に
お
い
て
死
亡
 
 

し
た
者
 
 

．
 
 

矧
¶
矧
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

イ
 
認
知
症
疾
患
医
療
セ
 
 

Ⅰ
ビ
ス
の
り
の
注
 
 

ー
ビ
ス
の
ヲ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

は
放
射
線
治
療
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
 
 

イ
 
次
の
川
か
ら
畑
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者
 
 
 

Ⅲ
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
見
 
 

込
み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

②
 
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
当
該
入
所
者
の
タ
ー
ミ
 
 

ナ
ル
ケ
ア
に
係
る
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

畑
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
は
 
 

家
族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
 
 

同
意
を
得
て
、
タ
ー
、
、
ヘ
ナ
ル
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
認
知
症
の
鑑
別
診
断
等
に
 
 

ロ
 
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
（
Ⅱ
）
若
し
く
は
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
機
関
 
 

第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

第
二
十
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
 
 

費
（
Ⅲ
）
又
は
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
（
Ⅱ
）
若
し
く
は
ユ
 
 

ニ
ッ
ト
型
介
護
保
健
施
設
サ
ー
ビ
ス
費
（
Ⅲ
）
を
算
定
し
て
い
る
場
合
に
あ
 
 

の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
機
関
 
 

ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
 

等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 

係
る
専
門
医
療
機
関
 
 
 

の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 

三
十
九
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
Ⅲ
か
ら
㈲
ま
で
の
司
叫
、
ロ
Ⅲ
及
び
闇
の
笥
並
び
に
ハ
Ⅲ
か
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

司
州
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
ル
②
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
 
 
 

手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 
 

三
十
七
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
り
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

第
十
八
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
 
 

は
放
射
線
治
療
 
 

次
に
掲
げ
る
要
件
を
満
た
す
者
 
 

イ
 
次
の
川
か
ら
畑
ま
で
の
い
ず
れ
に
も
適
合
し
て
い
る
入
所
者
 
 
 

Ⅲ
 
医
師
が
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
医
学
的
知
見
に
基
づ
き
回
復
の
見
 
 

込
み
が
な
い
と
診
断
し
た
者
で
あ
る
こ
と
。
 
 
 

②
 
入
所
者
又
は
そ
の
家
族
等
の
同
意
を
得
て
、
当
該
入
所
者
の
タ
ー
ミ
 
 

ナ
ル
ケ
ア
に
係
る
計
画
が
作
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 
 

畑
 
医
師
、
看
護
師
、
介
護
職
員
等
が
共
同
し
て
、
入
所
者
の
状
態
又
は
 
 

家
族
の
求
め
等
に
応
じ
随
時
、
本
人
又
は
そ
の
家
族
へ
の
説
明
を
行
い
、
 
 

同
意
を
得
て
、
タ
ー
ミ
ナ
ル
ケ
ア
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
。
 
 

ロ
 
入
所
し
て
い
る
施
設
又
は
当
該
入
所
者
の
居
宅
に
お
い
て
死
亡
し
た
者
 
 

一
四
頁
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五
十
一
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

五
十
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
 
 

矧
⊥
り
州
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
仙
か
ら
㈲
ま
で
の
注
固
川
、
ロ
侶
及
び
惚
の
注
割
引
並
び
に
ハ
仙
か
 
 
 

ら
櫛
ま
で
の
注
6
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
 
 
 

護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
 
 
 

年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）
 
第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
 
 
 

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
院
患
者
が
選
定
す
る
特
別
な
病
室
の
提
 
 
 

供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
 
 
 

者
 
 

笥
瑚
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
 
 
 

ー
ビ
ス
の
イ
仙
の
注
、
ロ
㈲
の
注
及
び
ハ
㈹
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
 
 
 

る
療
養
食
 
 

費
単
位
数
表
の
ロ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
 
 

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
 
 
 

イ
 
新
規
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
 
（
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
一
 
 

ビ
ス
の
イ
㈹
の
注
及
び
ロ
㈹
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

ロ
 
要
介
護
状
態
区
分
が
二
区
分
以
上
変
更
さ
れ
た
利
用
者
に
対
し
指
定
居
 
 
 

指
定
居
宅
介
護
支
援
を
行
っ
た
場
合
 
 

第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

宅
介
護
支
援
を
行
っ
た
場
合
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
作
成
す
る
利
用
者
に
対
し
 
 

十
三
号
。
以
下
 
「
法
」
 
と
い
う
。
）
 
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
 
 

四
十
一
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

ら
畑
ま
で
の
注
6
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

平
成
十
七
年
九
月
一
目
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
指
定
介
 
 
 

護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
一
 
 
 

年
厚
生
省
令
第
四
十
二
号
）
 
第
十
二
条
第
三
項
第
三
号
に
掲
げ
る
厚
生
労
働
 
 
 

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
基
づ
き
、
入
院
患
者
が
選
定
す
る
特
別
な
病
室
の
提
 
 
 

供
を
受
け
た
こ
と
に
伴
い
必
要
と
な
る
費
用
の
額
の
支
払
を
行
っ
て
い
な
い
 
 
 

者
 
 

矧
十
l
 
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
療
養
施
設
サ
ー
 
 
 

ビ
ス
の
イ
帥
の
注
、
ロ
㈲
の
注
及
び
ハ
㈹
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
 
 
 

療
養
食
 
 

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
 
 

イ
 
初
回
加
算
〓
を
算
定
す
べ
き
場
合
 
 

介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
 
 

施
設
へ
の
入
所
期
間
が
三
十
日
を
超
え
る
場
合
で
あ
っ
て
、
退
院
又
は
退
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

田
 
所
規
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
 
（
介
護
保
険
法
 
（
平
成
九
年
法
律
第
百
 
 

所
 
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

閻
 
要
介
護
状
態
区
分
が
二
区
分
以
上
変
更
さ
れ
た
利
用
者
に
対
し
指
定
 
 
 

病
院
若
し
く
は
診
療
所
へ
の
入
院
期
間
又
は
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
 
 

初
回
加
算
㈲
を
算
定
す
べ
き
場
合
 
 

援
を
行
っ
た
場
合
 
 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
る
場
合
 
 

二
十
三
号
）
 
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
 
 

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
作
成
す
る
利
用
者
に
対
し
指
定
居
宅
介
護
支
 
 

ス
の
カ
若
し
く
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
 
 

ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
 
 

臣
が
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
 
 

一
五
頁
 
 
 



五
十
二
 
指
定
居
宅
介
護
支
援
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
準
 
（
 
 

平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
号
）
 
別
表
指
定
居
宅
介
護
支
援
介
護
給
付
 
 

イ
 
退
院
・
退
所
加
算
〓
を
算
定
す
べ
き
場
合
 
 

老
人
福
祉
施
設
文
は
介
護
保
険
喝
訊
の
職
員
と
面
談
を
行
い
J
要
は
 
 

関
す
る
必
要
な
情
報
 
 

退
院
又
は
退
所
に
当
た
っ
て
、
 
 

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
 
 

型
サ
ー
ビ
ス
 
（
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
 
 

祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
の
在
宅
 
 

項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
い
う
。
 
 

を
除
く
。
）
 
し
、
そ
の
居
宅
に
お
い
て
居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

型
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
地
域
密
着
型
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
 
 

施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
若
し
く
は
介
護
保
険
施
設
 
（
 
 

祉
施
設
 
（
法
第
八
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉
 
 

所
期
間
が
三
十
日
以
下
で
あ
っ
た
者
が
退
院
又
は
退
所
 
（
指
定
地
域
密
着
 
 
 

一
十
二
項
に
規
定
す
る
介
護
保
険
施
設
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
 
へ
の
入
 
 

病
院
若
し
く
は
診
療
所
へ
の
入
院
期
間
又
は
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
 
 

ス
の
カ
又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
 
 
 

の
提
供
を
受
け
た
上
で
、
 
 

当
該
病
院
、
診
療
所
、
地
域
密
着
型
介
護
 
 

入
所
相
互
利
用
加
算
を
算
定
す
る
場
合
 
 

以
下
同
じ
。
）
 
又
は
地
域
密
着
 
 

め
る
基
準
に
適
合
す
る
場
合
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
 
 

る
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 

（
法
第
八
条
第
一
 
 

当
該
利
用
者
の
 
 

者
に
関
す
る
必
要
な
情
報
の
提
供
を
求
め
る
こ
と
そ
の
他
の
連
携
を
行
っ
 
 

該
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
介
護
保
険
施
設
そ
の
他
の
施
設
か
ら
利
用
 
 
 

す
る
利
用
者
に
対
し
、
指
定
居
宅
介
護
支
援
を
行
っ
て
お
り
、
か
つ
、
当
 
 

施
設
サ
ー
ビ
ス
の
イ
及
び
ロ
の
注
9
に
規
定
す
る
所
定
単
位
数
を
算
定
す
 
 

付
費
単
位
数
表
の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
ヲ
の
在
宅
・
入
所
相
互
利
 
 

を
除
く
。
）
 
 

た
場
合
 
（
同
一
の
利
用
者
に
つ
い
て
、
六
月
以
内
に
算
定
し
て
い
る
場
合
 
 
 

用
加
算
又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
等
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
保
健
 
 
 

る
場
合
を
除
く
。
）
 
に
当
た
っ
て
、
新
規
に
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
 
 

一
六
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を
行
う
場
合
に
限
る
。
）
 
 

五
十
三
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
 
 
 

準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
別
表
指
定
介
護
予
防
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
 
 
 

給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
 
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
 
 

丑
刃
矧
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 
 

看
護
費
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
 
 

第
三
号
に
規
定
す
る
疾
病
等
 
 

五
十
五
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 

看
護
費
の
注
3
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
 
 

整
を
行
っ
た
場
合
 
（
同
 
 

成
し
、
居
宅
サ
ー
ビ
 
 

等
介
護
給
付
費
単
 
 

祉
施
設
若
し
 
 

び
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

所
相
互
 
 

が
退
院
又
は
退
所
 
 

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
び
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

あ
の
利
用
 
 

サ
ー
ビ
ス
計
画
を
作
成
し
、
 
 

を
行
い
、
 
 

て
、
当
該
利
用
者
 
 

て
居
宅
サ
ー
ビ
 
 

の
地
域
密
着
型
介
 
 

退 
院 
・ 

退 
所 
加 
算 

㈱ 
を 

算 
定 
す 
べ 

き 

場 
合  

If 

瑚 
甜 
r㌻ 

呵 
瑚 

じ 
油   

利
用
加
算
を
算
定
す
る
場
合
を
 
 

利
用
者
に
関
す
る
必
要
な
情
報
 
 

着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
又
 
 

に
関
す
る
調
整
を
行
っ
た
場
合
 
（
同
 
 

く
は
介
護
保
険
施
設
 
 

ス
又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
 
 

護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
カ
 
 

の
退
院
又
は
退
所
に
当
た
っ
 
 

（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 

ビ
ス
 
 

ス
又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
 
 

の
利
用
開
始
月
に
調
整
を
 
 

の
利
用
者
に
つ
い
て
、
 
 

の
介
護
福
祉
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

居
宅
サ
ー
ビ
ス
 
 

へ
の
入
所
期
間
が
三
 
 

除
く
。
）
 
し
、
そ
の
居
宅
に
お
い
 
 

は
介
護
保
険
施
設
の
職
員
と
面
談
 
 

の
提
供
を
受
け
た
上
で
、
居
宅
 
 

ビ
ス
の
利
用
開
始
月
に
調
整
 
 

又
は
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
 
 

ス
を
利
用
す
る
場
合
に
お
い
 
 

ビ
ス
の
利
用
に
関
す
る
調
 
 

又
は
指
定
施
設
サ
ー
ビ
ス
 
 

て
、
当
該
病
院
、
診
療
所
 
 

介
護
給
付
費
単
 
 

当
該
居
宅
サ
ー
ビ
ス
及
 
 

の
利
用
者
に
つ
い
て
、
 
 

行
う
場
合
に
限
る
。
 
 
 

十
日
を
超
え
る
者
 
 

の
ヲ
の
在
宅
・
入
 
 

四
十
二
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
に
関
す
る
基
 
 
 

準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
七
号
）
 
別
表
指
定
介
護
予
防
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
 
 
 

給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
介
護
予
防
訪
問
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
 
 
 

労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

第
一
号
に
規
定
す
る
者
 
 

四
十
三
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 
 

看
護
費
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
疾
病
等
 
 

第
三
号
に
規
定
す
る
疾
病
等
 
 

呵
¶
．
町
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 
 

看
護
費
の
団
引
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
 
 

一
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第
四
号
に
規
定
す
る
基
準
 
 

司
¶
対
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
訪
問
 
 
 

看
護
費
の
笥
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
状
態
 
 
 

珂
司
嘲
に
規
定
す
る
状
態
 
 

ヨ
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ロ
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 
 

．
 

矧
」
川
切
に
規
定
す
る
者
 
 

五
十
八
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ロ
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤
 
 
 

笥
切
に
規
定
す
る
特
別
な
薬
剤
 
 

司
刊
出
 
棺
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
 
 
 

珂
州
割
に
規
定
す
る
特
別
食
 
 

司
刊
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
介
 
 
 

護
費
の
へ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
 
 

当
該
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
前
年
の
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
 
（
 
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
介
護
費
 
 
 

の
ハ
、
ニ
又
は
ホ
の
注
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
 
 
 

府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
 
 
 

の
期
間
）
 
 

六
十
一
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
 
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
 
 

前
号
に
規
定
す
る
期
間
 
 

六
十
二
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 
 

入
所
生
活
介
護
費
の
べ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

司
刊
ヨ
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 

入
所
療
養
介
護
費
の
イ
畑
の
注
、
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

第
十
五
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 ロ

㈲
の
注
、
ハ
㈲
の
注
及
び
ニ
㈲
の
注
の
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

五
十
二
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 
 

入
所
療
養
介
護
費
の
項
捌
口
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

第
十
三
号
に
規
定
す
る
療
養
食
 
 

五
十
一
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 

第
四
号
に
規
定
す
る
状
態
 
 

笥
司
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ロ
の
注
1
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 
 

珂
封
切
に
規
定
す
る
者
 
 

呵
¶
司
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ロ
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
な
薬
剤
 
 
 

剰
司
割
に
規
定
す
る
特
別
な
薬
剤
 
 

呵
¶
月
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
居
宅
 
 
 

療
養
管
理
指
導
費
の
ハ
の
注
の
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
特
別
食
 
 
 

笥
切
に
規
定
す
る
特
別
食
 
 

呵
¶
州
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
適
所
 
 
 

介
護
費
の
へ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
 
 

当
該
加
算
を
算
定
す
る
年
度
の
前
年
の
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
期
間
 
（
 
 
 

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
介
護
費
 
 
 

の
ハ
、
ニ
又
は
ホ
の
注
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
も
の
と
し
て
都
道
 
 
 

府
県
知
事
に
届
け
出
た
年
に
お
い
て
は
、
届
出
の
日
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
 
 
 

の
期
間
）
 
 

笥
刈
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
通
所
 
 
 

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
期
間
 
 

前
号
に
規
定
す
る
期
間
 
 

苛
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
入
 
 
 

所
生
活
介
護
費
の
⇒
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

ホ
㈲
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
療
養
食
 
 

入
所
療
養
介
護
費
の
イ
㈲
の
 
 
注
、
ロ
㈲
の
注
、
ハ
㈲
の
注
、
ニ
㈲
の
注
及
び
 
 

．
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．
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六
十
八
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
 
 

第
二
十
一
号
に
規
定
す
る
者
 
 

ヨ
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
 
 
 

に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
別
表
指
 
 
 

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
 
 
 

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
 
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
 
 
 

基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 

第
対
月
割
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

司
君
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
 
 
 

護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
の
注
4
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 
 

準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 

第
二
十
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
 
 
 

は
放
射
線
治
療
 
 

六
l
十
l
剖
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
福
祉
 
 
 

用
具
貸
与
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

尺
十
四
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
短
期
 
 
 

入
所
療
養
介
護
費
の
州
側
口
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
 
 
 

ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
は
放
射
線
治
療
 
 

護
予
防
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
費
の
ホ
の
注
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
 
 

呵
引
割
 
 

第
二
十
七
号
に
規
定
す
る
者
 
 

第
十
一
号
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

第
十
九
号
に
規
定
す
る
者
 
 

司
¶
吋
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
頗
の
算
定
 
 
 

に
関
す
る
基
準
 
（
平
成
十
八
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
二
十
八
号
）
 
別
表
指
 
 
 

定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
 
（
以
下
 
「
指
定
 
 
 

地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
」
 
と
い
う
。
）
 
の
 
 
 

介
護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
 
 
 

基
準
に
適
合
す
る
利
用
者
 
 
 

剰
刈
割
に
規
定
す
る
利
用
者
 
 

．
 
 

丑
¶
剥
 
指
定
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
 
 
 

護
予
防
認
知
症
対
応
型
適
所
介
護
費
の
注
4
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
 
 
 

準
に
適
合
す
る
入
浴
介
助
 
 
 

矧
刊
割
に
規
定
す
る
入
浴
介
助
 
 

第
十
八
号
に
規
定
す
る
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
、
処
置
、
手
術
、
麻
酔
又
 
 
 

は
放
射
線
治
療
 
 

五
十
三
 
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
介
護
給
付
費
単
位
数
表
の
介
護
予
防
福
祉
 
 
 

用
具
貸
与
費
の
注
2
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
者
 
 

一
九
頁
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○
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
基
準
（
平
成
十
二
年
厚
生
省
告
示
第
二
十
五
号
）
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 
 

▼
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